
 

千葉市告示第１１１６号 

 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１９条の９第１項の規定により指定小児慢性特定

疾病医療機関として次のとおり指定したので、同法第１９条の１９の規定により告示します。 

 

令和７年１２月２６日 

 

千葉市長 神 谷 俊 一 

 

【病院・診療所】 

名称 所在地 指定期間 

ちば新町内科・糖尿病内科クリニ

ック 

千葉市中央区新町１７番地３ 

ハマダパークビル３階 
令和７年１２月１日から 

令和１３年１１月３０日まで 

 

 

【薬局】 

名称 所在地 指定期間 

なのはな薬局 南店 千葉市緑区おゆみ野南２－１１－１ 
令和７年１１月１日から 

令和１３年１０月３１日まで 

なのはな薬局 おゆみ野店 千葉市緑区おゆみ野５－５８－８ 
令和７年１１月１日から 

令和１３年１０月３１日まで 

つつじ薬局 土気店 千葉市緑区あすみが丘２－３－１２ 

１０２  
令和７年１１月１日から 

令和１３年１０月３１日まで 

薬局日本メディカルシステム 

千葉赤井町店 

千葉市中央区赤井町９１８番３２ 
令和７年１１月１日から 

令和１３年１０月３１日まで 

薬局マツモトキヨシ  

千葉駅前大通り店 

千葉市中央区富士見２丁目３番１号 
令和７年１２月１日から 

令和１３年１１月３０日まで 

イオン薬局幕張ベイパーク店 千葉市美浜区若葉３－２－７ 
令和７年１０月２０日から 

令和１３年９月３０日まで 

 

 


